
（案） 

 

「防府市子ども・子育て支援事業計画（案）」に対するパブリッコメント（意見募集）の 

実施結果について 

 

１．パブリックコメント概要 

  意見募集期間：平成２６年１１月１７日（月）～平成２６年１２月１７日（水） 

  意見提出者数：１名 

  意見提出件数：８件 （延べ意見数：８件） 

 

２．意見等の対応区分 

 Ａ：意見を受けて加筆・修正をしたもの             ２件 

 Ｂ：事業実施にあたって考慮すべき事柄として参考とするもの   ０件 

 Ｃ：既に記載済みまたは対応済みのもの             ２件 

 Ｄ：意見を反映することが困難なもの              ４件 

 Ｅ：その他                          ０件 

 

３．提出された意見に対する市の考え方 

【意見提出の項目について】 

Ｎｏ． 項目／意見 意見に対する市の考え方 対応区分 

１ P24「①養育支援の充実」の

表中の「認定こども園の導入」 

 

認定こども園、既に実施し

ているのに、「調査研究を進め

る」はおかしい。増やす方針

とすべきではないか。 

 ご指摘のありました箇所は、防府市次世

代育成支援行動計画の総括として、平成

25 年度までの実施状況を記載しているも

のですので、そのままとします。 

 なお、認定こども園は、幼稚園及び保育

所の機能をあわせ持ち、保護者の就労状況

やその変化等によらず柔軟に子どもを受

け入れることのできる施設であることか

ら、本事業計画においては、幼稚園・保育

所等の施設の意向に即し、認定こども園へ

の移行に必要な施設整備の促進や情報提

供を行い、教育・保育の一体的な提供の推

進に努めることとしています。 

また、既存の幼稚園から認定こども園へ

の移行を保育の量を確保するための確保

方策の一つとして考えております。 

Ｃ 

資料１ 



２ P27「(4)子どもの居場所づく

り」の表中の「放課後子ども

教室」 

 

 放課後子ども教室を毎年度

１校でなく、スピードアップ

できないか。 

平成２２年度から平成２５年度までの

開設状況につきましてはご指摘のとおり

となっておりますが、放課後子ども教室の

開設には、地域の実施体制も必要となるこ

とから、引き続き、地域と協議を行いなが

ら新規開設を進めてまいります。 

Ｄ 

３ P30「③地域に開かれた学校

づくり」の表中の「学校運営

協議会(コミュニティ・スクー

ル)」 

 

学校運営協議会委員に、交

通費程度は支給すべきではな

いか。 

防府市教育委員会では、保護者や地域の

方々が学校の運営等に関わり、学校との信

頼関係を深めるとともに、地域の教育力を

生かした特色ある学校づくりを進めるた

め、市内の全小中学校をコミュニティ・ス

クールに指定しており、各校で定期的に学

校運営協議会を開催するとともに、研修会

等を実施しています。 

 学校運営協議会委員に対する旅費につ

いては、市の旅費支給の基準に基づき支給

することとしておりますが、同一地域内の

場合には支給されないため、学校で開催さ

れる協議会の際は支給はございません。 

なお、他地域で実施される研修会等に

は、基準により支給しています。 

Ｃ 

４ P30「①家庭教育への支援の

充実」の表中の「家庭教育学

級」 

 

家庭教育学級は公民館事業

であることを記し、参加者増

を図る方針が必要ではない

か。 

ご指摘のありました箇所は、防府市次世

代育成支援行動計画の総括として実施状

況を記載したものであり、記述内容として

問題ないと考えておりますのでそのまま

とします。 

なお、家庭教育学級につきましては、第

二次防府市生涯学習推進計画等に記載し

ております「家庭教育力の向上」のための

重要な要素の一つと考えており、今後も積

極的に取り組んでまいります。 

Ｄ 



５ P31「②地域の教育力の向上」

の表中の「社会教育委員の活

動」 

 

 社会教育委員に事業名欄

で、部会名は現行と不一致（毎

期変わる）。実施欄の専門委員

会ではなく、専門部会と思う。 

ご指摘のとおり修正いたします。 Ａ 

６ P46 放課後児童健全育成事

業の説明 (留守家庭児童学

級・留守家庭児童クラブ)と表

中の記述(放課後児童クラブ)

が不一致。統一が必要では。 

 

 本事業計画書においては、制度上の事業

を指す場合には「（放課後児童クラブ）」、

本市が実施しているものを指す場合には

「（留守家庭児童学級・留守家庭児童クラ

ブ）」とし、意図的に使い分けを行ってい

ます。 

Ｄ 

７ P72「４仕事と生活の調和を

実現させる環境づくり」 

 

子どもに関する計画である

から、前半の文章と「また」

以降の文章を入れ替えるべき

ではないか。 

 本事業計画は、子ども及び子育ての支援

に関する計画で、ご指摘のあった箇所につ

いては、労働者の職業生活と家庭生活との

両立が図られるために必要な雇用環境の

整備等に関する施策に関する事項を記載

したもので、構成として問題ないと考えて

おりますのでそのままとします。 

Ｄ 

８ P77「(3)事業主の役割」 

 

 字のずれ 「また」と次の

行の頭は１段落に。   

 ご指摘のとおりに修正いたします。 Ａ 

 


